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令和５年度少子化対策・地域包括ケア調査特別委員会 

地方都市行政視察調査報告書(案) 

 

１．視察先及び調査事項 

視察日 視察先 調査事項 

令和６年 

1月 19日(金) 

愛知県 

豊橋市 
ヤングケアラー支援について 

 

２．調査内容 

 愛知県豊橋市  

１．市の概要 

  豊橋市は愛知県の南東部に位置している。東は弓張山系を境に静岡県と

接し、南は太平洋、西は三河湾に面しており、豊かな自然と温暖な気候に

恵まれている。明治３９年８月１日に全国で６２番目の市として誕生し、

平成１１年４月１日に中核市に指定された。 

  市の中央部には、吉田城や美術博物館などの施設があり、豊橋駅を中心

に商店街が発達している。また、駅前から市東部方面へ路面電車（市電）

が通り、市民の足として親しまれている。 

 

面積：２６２ｋ㎡ 

人口：３６８，８２２人（令和５年１２月１日現在） 

世帯数：１６５，０２９世帯  

令和５年度一般会計当初予算額 １３７，５１２，３９９千円 

 

 ２．調査の経過 

子ども未来館「ここにこ」を訪問し、事業の概要説明を受け、質疑応答を

行った。 

   説明担当：豊橋市こども未来部 

こども若者総合相談支援センターココエール 副センター長 
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３．主な説明内容 

 （１）こども若者総合相談支援センター「ココエール」について 

    児童福祉法に基づく「子ども家庭総合支援拠点」、子ども・若者育成支

援推進法に基づく「子ども・若者総合相談センター」の機能を一体的

に担っている。 

① 設置までの経緯について 

○平成１７年度 

児童福祉担当課で、要保護児童対策地域協議会を設置し、虐待通告

の対応及び家庭児童相談室の相談員（教員 OB）とともに相談支援

を実施。 

     ○平成２２年度、平成２３年度 

      教育委員会で、子ども・若者支援地域協議会を設置し、子ども・

若者総合相談窓口を設け、相談支援を実施。 

     ○平成２７年度 

      機構改革で、２つの相談支援機能をこども未来部が所管すること

となり、相談窓口の集約化や役割分担の明確化が課題となってい

た。 

     ○平成２８年度 

      児童福祉法改正を機に、児童と若者に関する相談窓口を一体的に

整備する構想が持ち上がり、相談窓口として独立した組織を持つ

とともに本庁外に整備することで、子どもから若者までの総合的

な相談支援拠点として取り組むこととなった。 

     ○平成２９年度 

      こども若者総合相談支援センターの設置。 

② 相談件数について 

・児童福祉法に基づく児童相談件数は、令和４年度で２，３３７件と  

なっており、関係機関から寄せられる相談件数の増加もあり右肩上

がりとなっている。 

・子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者相談者数は、令

和４年度で８０８人となっており、子ども・若者相談の周知が進ん

でいることから増加傾向となっている。 
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（２）ヤングケアラーへの支援について 

   ココエールが相談窓口の中心となっており、関係機関と連携しながら 

状況に応じて様々な支援に繋げている。また、ココエールでできる支援

にも取り組んでいる。 

① ヤングケアラー支援の取り組みの経緯について 

 ○令和３年７月 

こども専用相談ダイヤル啓発カードの裏面に「ヤングケアラーっ 

て知ってる？」と掲載し、小学４年生から高校３年生までの全児

童・生徒約３２，０００人に配付。 

     ○令和３年８月、令和４年１月 

教職員や主任児童委員向けに研修会やグループワーク形式での事

例検討を行い、ヤングケアラー支援に対する意識を高めた。 

     ○令和４年３月 

      市長を会長とした青少年問題協議会で、「ヤングケアラー支援宣言」

を発表。 

     ○令和４年１０月 

      ヤングケアラー支援事業（市町村モデル事業）について、２０２

２年度から２０２４年度までを実施期間として市と県による委託

契約を締結。 

② ヤングケアラー支援事業（市町村モデル事業）について 

・支援コーディネーター（１名）、巡回相談員（１名）を配置してい

る。 

・４つの観点から支援策に取り組んでいる。 

◆知る 

関係機関向け研修会や学生フォーラムの開催 

  「広報とよはし」特集記事の掲載（令和５年１２月号） 

◆相談する 

  社会福祉協議会において気軽に立ち寄れる居場所づくり（月２回） 

  市立豊橋高校を支援モデル校として、現状への「気づき」や「相

談する」きっかけづくりを行う 

◆見つけて支援する 

        ヤングケアラー支援者、関係機関向けのガイドブックの作成（令



4 

 

和５年１０月から配付） 

◆寄り添う 

ケア負担軽減のためのスキルアップ講座の開催 

家事支援（民間事業者が訪問し、掃除・洗濯・料理などを行う） 

 

③ 個人情報の取り扱いについて 

・本人やその家庭に対する関係機関と連携した支援の同意を得る 

 複合的な課題の解決に向けて、伴走型の支援を進めていく。 

・要保護児童対策地域協議会 

 支援の必要性が高い場合には、関係機関と情報共有を図りながら、

できるサポートから進めることを検討する。 

・子ども・若者支援調整期間 

 進路や自立に向けた支援など民間団体の力も期待される状況では、

連携した対応を検討する。 

・重層的支援体制整備事業 

 福祉サービスの利用や高齢者支援から把握するヤングケアラー事

例では情報共有を図りながら、支援の方向性を検討する。 

④ 把握しているヤングケアラーと思われる子どもの状況について 

総数 ５２人（令和５年１２月末時点） 

   ※外国ルーツのある子どもの割合：２９％ 

性別 男：２１人 女：３１人 

年齢 小学生：１３人 中学生：１５人 高校生以上：２４人 

ケアの対象 きょうだい：３１人 母親：１４人 父親：３人 

祖母：１人 その他：３人 

 

（３）ヤングケアラー支援で大切な視点について 

① ヤングケアラーの担う実際のケアはどのようなことか 

・そのケアによって子どもの時間がどの程度とられているだろうか 

② その子どもの精神的負担はどのようなものか 

・誰にも言えずに子どもがひとりで抱え込んでいないか（無理に聞

き出すことは逆効果） 

③ その子どもの楽しみは何か 
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 ・ほんのちょっとの楽しみは何だろうか（一緒に見つける） 

④ 変化を急がない 

 ・本当に求めていることは何だろうか（支援の押し付けは禁物） 

⑤ その子どものケアをする家族を責めない 

     ・家族を責めるのではなくサポーターになる 

⑥ 子どもの権利という視点 

     ・子どもの声をよく聴き、抱えている問題や支援のニーズを子ども

と一緒に考えて解決する 

 

４．主な質疑応答（概要） 

    問：こども専用相談ダイヤルへの年間の相談件数は。 

    答：およそ５０件程度である。なお、ヤングケアラーと思われる相談は

現状ない。 

   問：ヤングケアラーと思われる子どもの中で、外国ルーツのある子ども

が高い割合であると思うが、理由はあるのか。 

   答：元々外国人が多い市でもあるが、家庭の密集度の高さから、学校に

行かずに幼い兄弟の世話をしているなどの理由が考えられる。 

   問：子ども向けのヤングケアラー啓発の取り組みは何かしているのか。 

   答：広報誌に漫画を用いて掲載している。また、貸与しているタブレッ

トにココエールのバナーを掲載してもらい、子ども向けの説明を閲覧

できるようにしている。 

   問：インフォーマルな地域資源で、ヤングケアラーの発見から支援に結

びつける連携はあるのか。 

   答：こども食堂等で、ヤングケアラーについて気づいた時の連絡先や支

援の必要性の話はしているが、こども食堂や学習支援との連携は今後

の課題と認識している。 

   問：高校生だけでなく、小・中学生の居場所支援は検討しているのか。 

   答：現在の居場所支援は高校生だけとはしていないが、結果的には高校

生が多いため、小・中学校にも拡大していきたい。また、高校生に比

べると行動範囲に制約があり、案内の仕方等に工夫が必要と認識して

いる。 

   問：家事支援の詳細な事業内容は。 

   答：回数制限は設けておらず、モデル事業として需要を検証している。

費用については、利用者負担はなく全額公費負担としている。 

   問：想定していた家事支援の件数と比べて実績をどのように評価してい
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るのか。 

答：１０～２０世帯を想定していたが、現状１世帯である。家庭に支援

者がいるという抵抗感などが見られるため、既存の福祉サービスや子

育てサービスに上乗せとしてヤングケアラー支援を行う形も必要で

あると認識している。 

問：家事支援の上乗せとして介護の支援策は検討していないのか。 

答：デイサービス等が十分でない家庭もあるとは思うが、現状の民間の

家事代行事業者では難しい。 

   問：ココエールの相談件数が伸びた要因は何か。 

   答：不登校の子どもが大きく増えたことが要因と考えている。 

   問：巡回相談員は１名とのことだが、全て対応できているのか。 

   答：現在は相談があった学校を訪問しており問題ないが、他のモデル市

と比べると学校からの相談が多く、件数が増えてくると課題となる。

なお、来年度も１名を予定している。 

   問：これまでの経緯の中で、苦労された点は何か。 

   答：国の実態調査を踏まえて取り組むことになったが、学校の先生から

「昔からこういう子はいたよ」と言われ、受け入れられていくことに

時間がかかったことなどである。 

   問：ヤングケアラーより上の方への支援の取り組みは何かしているのか。 

   答：重層的支援体制整備事業の中で共生社会づくりとして取り組んでい

る。 

 


